
―看護要員の対患者割合、看護要員の構成― 
 
●急性期⼀般⼊院料２【５・７階病棟】 病床数５８床 

   １.⼀⽇当たりの勤務者は１２⼈以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 
   ２.時間帯ごとの配置は次の通りです。[２交代制勤務] 

⽇ 勤： ９：００〜１７：００ 看護職員１⼈当たり ５⼈以内を受け持ちます 
夜間帯：１７：００〜 ９：００ 看護職員１⼈当たり２0 ⼈以内を受け持ちます 

   
 

●地域包括医療病棟⼊院料【４階病棟】 病床数５８床 
   １.⼀⽇当たりの勤務者は１２⼈以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 
   ２.時間帯ごとの配置は次の通りです。[２交代制勤務] 

⽇ 勤： ９：００〜１７：００ 看護職員１⼈当たり ５⼈以内を受け持ちます 
夜間帯：１７：００〜 ９：００ 看護職員１⼈当たり２0 ⼈以内を受け持ちます 

   
 

●回復期リハビリテーション病棟⼊院料１【６階病棟】 病床数５８床 
   １.⼀⽇当たりの勤務者は１２⼈以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 
   ２.時間帯ごとの配置は次の通りです。[２交代制勤務] 

⽇ 勤： ９：００〜１７：００ 看護職員１⼈当たり ６⼈以内を受け持ちます 
夜間帯：１７：００〜 ９：００ 看護職員１⼈当たり２４⼈以内を受け持ちます 

 
 

 
―⼊院時⾷事療養費（Ⅰ）に係る⾷事療養について― 

 
    ⼊院時⾷事療養費（Ⅰ）の届出を⾏っており、管理栄養⼠⼜は栄養⼠によって管理された⾷

事を適時（⼣⾷については午後６時以降）、適温で提供しています。 
    
 
 

―⼊院診療計画、院内感染防⽌対策、医療安全管理体制、 
褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定⽀援及び ⾝体的拘束について ― 

 
当院では、⼊院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画

を策定し、７⽇以内に⽂書によりお渡しして おります。また厚⽣労働⼤⾂が定める院内感染
防⽌対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定⽀援及び⾝体的拘束につい
ての基準を満たしております。 


